
 
 

 

BMW グループの苦情対応に関する仕組み 

- 情報提供に関する手続きの規定 - 

 

「どのようなことを報告することができますか？」 

人権や人権に関連する環境基準の違反を報告することができます。ご提供いただく報告は、ご自身のビ

ジネスエリアに関すること、またはサプライチェーン、他の BMWグループのビジネスパートナーに関する

ことでも結構です。 

「情報提供者の保護はどのようにされますか？」 

機密保持と情報提供者の保護は BMWグループにとって最も優先される事項です。その観点から、情報

提供のプロセスにおいて一貫して以下の指針が適用されます。 

▪ BMWグループは法的枠組みを以て機密を保持し、情報提供者及び報告内容に含まれるいかな

る個人の身元を開示しません。 

▪ 個人情報は、適用されるデータ保護要件およびサプライチェーンにおける企業のデューディリジ

ェンス義務に関する法律に準拠して処理され、また削除されます。 

▪ BMW グループは、情報提供者に対する報復措置やその他いかなる不利益も容認しません。 

▪ 適切な行動をとった結果、脅迫を受けたり、報復を受けたりする可能性がある場合には、BMW

グループ SpealUP Lineを通じて報告することができます。 

「どのように報告をしたら良いですか？」 

すべての従業員及び外部のお取引先もコンプライアンスに関する問題を BMWグループ SpeakUP Line

またはオンブズパーソンに報告することができます。 

【BMW グループ SpeakUP Line】 

▪ BMWグループ SpeakUP Lineは 24時間 34言語に無料で対応します。

▪ 電話で情報提供があった場合には、メッセージは記録され、自動的に文書化されます。

▪ BMWグループ SpeakUP Lineは情報提供者の個人情報を匿名化しますので、情報提供者の身

元は報告いただいた案件を取り扱う者によって追跡することができません。

▪ こちらのリンク の BMWグループ SpeakUP Lineのセクションからより詳細な情報をご確認

いただけます。

※ご注意ください 

本規定は、BMWグループ従業員及びビジネスパートナーが人権に関連する違反を報告する

に際しての案内です。一般のお問い合わせ及び苦情は、BMW カスタマー・インタラクション・

センター（0120-269-437）にご連絡をお願いします。 

http://www.bmwgroup.com/humanrights


 
 

 

【オンブズパーソン】 

▪ オンブズパーソンは、専門的な秘密保持が約束される外部の中立的な人物です。 

▪ 情報提供者はオンブズパーソンに無料でご連絡いただけます。 

▪ オンブズパーソンはファックスや E メールの場合は 24時間、電話の場合は中央ヨーロッパ標準

時間の午前 8時から午後 7時までコンタクトすることができます。 

▪ 連絡先：

·

 

【E メール・お手紙】 

▪ 以下記載の宛先への郵送あるいは E メールによって BMWグループコンプライアンス監査部、

社内調査部に報告することもできます。 

▪ 

または、 

▪ E メール

【直接のコンタクト】 

▪ 直接報告をされたい場合には、こちらの E メールアドレス宛 にその

旨ご連絡いただき、あらかじめアポイントメントをお取りください。 

もちろん、従業員の皆さんは、自身の上司や社内のコンプライアンス部、労働組合の代表者にご相談い

ただいても構いません。 

「報告を行った後どのような対応がされますか？」 

１．情報の受領 

▪ 上記のチャネルのいずれかを通じて報告を行うと、BMWグループコンプライアンス部（苦情事務

局）が報告の受領を確認し、1週間以内に情報提供者にその旨連絡をします。 

２．情報の精査 

▪ 苦情事務局は、報告された内容に、今後の対応にあたって十分な情報を含まれているか確認し

ます。

▪ 必要に応じて、苦情事務局は報告内容について情報提供者に質問をさせていただきます。 
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▪ 十分な情報が得られないかつ情報提供者と連絡が取れない場合には、その案件は終了とさせ

ていただきます。 

▪ 今後の対応に十分な情報が得られたら、事実関係の確認に着手します。 

３．事実確認 

▪ 苦情事務局は同事務局で事実関係の調査を行うか、あるいは機密性を担保した上で他の適切

な部署に調査を依頼します。 

▪ 苦情事務局は利益相反がないことを確認します。 

▪ 調査においては、苦情事務局あるいは調査を担当する部門から情報提供者に連絡を取ること

があります。 

▪ 調査の結果は情報提供者に報告されます。 

▪ 情報提供者の懸念点が確認されたら、解決策を策定することとなります。 

４．解決策の策定 

▪ 担当部署は状況を改善するための解決策を策定します。 

▪ 可能な場合、情報提供者は解決策の策定に参加することとなります。 

５．改善策の実行 

▪ 合意された解決策が実行されます。 

▪ 解決策の実行状況については担当部署と苦情事務局によって監督されます。 

６．終結 

▪ 調査結果について、情報提供者の意見を踏まえて苦情事務局において協議されます。 

 

※ご注意ください 

上記は、BMWグループ従業員及びビジネスパートナーが人権に関連する違反を報告する

に際しての案内です。一般のお問い合わせ及び苦情は、BMW カスタマー・インタラクショ

ン・センター（0120-269-437）にご連絡をお願い致します。 

 

-------------- 

English 

BMW Group complaints mechanism 

Rules of procedure for informants 
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What kind of concerns can I report? 

 

How will I be protected as an informant?   

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

Where and how can I submit a report?  

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

http://www.bmwgroup.com/humanrights
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▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

What happens once I have submitted my report? 

 

▪ 

 

▪ 

▪ 

▪ 
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